
令和６年度 行政評価 進捗管理シート
目指す姿

施策の主な取り組み

■実施する主な事業

◆指標の達成状況

■実施する主な事業

◆指標の達成状況

■実施する主な事業の評価

施策の方向性（改善策）

0 事業 縮小 0 事業 縮小 0 事業

休廃止 0 事業 休廃止 0 事業

担当課評価 成果の方向性 コストの方向性

次年度の方向性

・こんにちは赤ちゃん訪問について、会計年度任用職員を確保し生後2か月までの家庭訪問を実施する。
・妊娠出産包括支援事業については、引き続き相談窓口を周知し、切れ目のない支援を継続していく。また。
R7年度より事業を新規・拡充していくことで、妊娠届及び出生数の増加と不妊治療に係る経済的負担の軽
減を図っていく。
・乳幼児健診事業については、母子保健法に基づき適切に実施していく。

A 4 事業 拡充 1 事業 拡大 1 事業

B 0 事業 現状維持 3 事業 現状維持 3 事業

C

【成果の方向性】
・生後2か月までに訪問することを目標にし、子育て支援情報の提供を行い、早期に母
子の心身の様子や、養育環境を把握する。子育て不安や孤立している家庭に対して継
続的に支援を行い児童虐待の未然防止を図る。
【コストの方向性】
・今後も現状の支援を実施していく方向である。

子ども家庭部
・乳児のいるすべての家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情
報提供等を行う。
・母子の心身の状況や養育環境等の把握及び助言を行い、支援が必要な家庭に対し適
切なサービスの提供に繋げる。
・特に養育が必要な家庭や児童虐待のリスクの高い家庭に対して、養育支援訪問に繋
ぎ、継続した支援を実施する。
・訪問拒否の家庭に対して、４か月児健診で家庭の事情を把握する。

85

現状維持

児童福祉課

②ー３ こんにちは赤ちゃん事業 【実績】おおむね計画通り実施することができた。
訪問結果より、母子担当者が継続した支援を実施することができた。
子育て情報を対面で伝えることで、つどいの広場や赤ちゃんプログラム等に繋ぐ
ことができた。
【課題】乳児の訪問の時期が、生後3か月以降になる家庭がある。生後早期に訪
問し、育児不安の強い家庭をこども家庭センターに繋ぎ継続して支援していく体
制を構築してくことが課題。

A

87
現状維持

67

【成果の方向性】
・乳幼児相談や栄養相談、乳幼児に関する各教室にて、専門職が知識の普及や個別相
談・指導を行うことで、育児不安の軽減を図り、安心して子育てができることに繋がって
いるため、現状の事業を継続実施する。
【コストの方向性】
・コストについては、必要な職種・人員・消耗品等で実施しており、次年度も現状維持と
する。

子ども家庭部

・専門性を活かした個別支援や、乳幼児の年齢に応じた保護者に対する集団教室を実施
することにより、保護者の不安軽減を図る。

90

現状維持

児童福祉課

②ー２ 乳幼児相談及び教室事業 【実績】
・乳幼児相談を実施し、専門職が個別に必要な支援を行った。
・歯ぴか教室や離乳食教室では、専門職が必要な知識の普及や相談対応を行っ
た。
【課題】
・引き続き、個別支援・集団教室にて育児不安の軽減に努める。

A

95
現状維持

90

【成果の方向性】
・母子保健法に基づき乳幼児健診を実施し、疾病の早期発見、早期治療につなぐととも
に、乳幼児健診未受診者に対しては、関係機関と連携し、虐待等のリスク評価を実施し、
虐待予防に努めるよう継続支援していく。
【コストの方向性】
・コストについては、必要な職種・人員で実施しており、現状維持とする。

子ども家庭部

･母子保健法に基づく乳幼児健診を実施し、疾病の早期発見、早期治療につなぐととも
に、支援が必要な乳幼児には個別支援を実施する。
･未受診者の現状を確認し虐待の疑いがある場合は、関係部署と連携する。

90

現状維持

児童福祉課

②ー１ 乳幼児健診事業
【実績】
・母子保健法に基づき乳幼児健診を実施し、支援の必要な方は個別支援へつな
いだ。また、関係部署と連携し未受診者の把握を行った。
【課題】
・引き続き、支援の必要な方には個別支援へつなぎ、未受診者の把握に努める。

A

100 現状維持

90

【成果の方向性】
・出産・子育て応援事業を活用した、妊娠期からの切れ目のない支援の必要性から、関
係部署との連携、専門職（助産師・保健師等）による相談支援体制の役割の明確化を図
りながら、現状の支援を継続していく。
・R7年度より1か月児健康診査事業を行うことで、早期の相談支援等に繋げていく。
・R７年度より一般不妊治療助成事業対象者の拡充及び特定不妊治療助成事業の新設
を行い、妊娠届及び出生数の増加と不妊治療に係る経済的負担の軽減を図る。
【コストの方向性】
・コストについては、来年度、事業を新規・拡充していく。

子ども家庭部

・こども家庭センターの母子保健と児童福祉の機能を活かし、また、出産・子育て応援事
業等を活用しながら、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制の強化を図
る。

90

拡大

児童福祉課

①ー１ 妊娠出産包括支援事業

【実績】
・妊娠期より専門職が相談支援を実施し、切れ目のない支援を実施した。育児に
不安のあるケースにおいては、関係機関や担当者と連携を行い、多方面から支
援を受けられるよう支援を行った。
【課題】
・引き続き、切れ目のない支援体制の充実に努める。

A

95
拡充

90

100

３視点
所管判定

方向性の内容（改善策）
※３視点評価の点数（１００点満点）が６５点以下の視点については、

現状を改善し、高めていくための方策等について記入
今年度の事業実施計画

成果の方向性
必要性

有効性
コストの方向性

効率性

目標達成度
（Ｒ６年度比）

担当所管
今年度の進捗

100.0% 子ども家庭部
児童福祉課

№ 事業名
今年度の事業評価 今後の方向性

担当所管
実績と課題

担当課
評価

(A/B/C)

100 99.6 100 100 100 100.0%こんにちは赤ちゃん訪問率 ％ 訪問世帯数／生後４か月までの子どもがいる世帯数  86.7 100

98.1

②ー２ 乳幼児相談及び教室事業 乳幼児期に関する相談のほか、歯ぴか教室、離乳食教室、子育て交流会等を行います。

（R1） R６ R１０ R１４ （R５） 目標値 中間値
（９月末）

実績値
（年度末）

算出方法（指標説明）
計画当初 目標値 前年度実績値

98.2 97.1 98.7 100.5% 100.5% 子ども家庭部
児童福祉課

目標達成度
（Ｒ６年度比）

乳幼児健診受診率 ％
各健診受診者数／４か月児健診、１歳６か月児健診、３歳６か月児健診
対象者数

97.2 98.2 98.4

指標名 単位

②ー３ こんにちは赤ちゃん事業

98.6

② 乳幼児の健康づくりの推進

乳幼児健診、家庭訪問等を実施し、乳幼児にかかる母子の健康づくりを推進するとともに、子育
て不安の解消、養育支援、病気や虐待の未然防止、早期発見に努めます。

№ 名称 概要 総合戦略

●

産後４か月の時点において香芝市で今後子
育てしていきたい人の割合

％ 4か月児健診時のアンケート（健やか親子21奈良県統一アンケート）で
「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と回答した人数／全回答者数

96.2 100 100

②ー１ 乳幼児健診事業

100

●

95.7%
子ども家庭部
児童福祉課96.3 95.7 95.7%

生後４か月までの乳児がいるすべての家庭を助産師等が訪問します。特に支援を必要とされる母
子には継続して訪問します。

●

乳幼児の節目の年齢（４か月・１歳６か月・３歳６か月）において健診を実施し、成長・発達の確認を
行います。

95.7 100

目標達成度
（Ｒ６年度比）

目標達成度
（Ｒ６年度比）

担当所管

99 98.1 98.1% 98.1% 子ども家庭部
児童福祉課

プレママ教室(母親教室)参加満足度 ％ プレママ教室参加者アンケートで「満足度」を８０％以上と回答した人
数／全回答者数

98.5 100 100 100 97.6

今年度の進捗

（R1） R６ R１０ R１４ （R５） 目標値 中間値
（９月末）

実績値
（年度末）

指標名 単位 算出方法（指標説明）
計画当初 目標値 前年度実績値

100

ＳＤＧｓ該当分野

① 妊産婦の健康づくりの推進

母子の健康管理をサポートすることで、安心して妊娠・出産・育児ができるよう支援します。また、
不妊・不育症に悩む家族への支援を行います。

№ 名称

（第5次総合計画 前期基本計画 28-29 ページ）

政策名 1 未来を創造する子どもたちのために。（子育て・教育）
いつでも気軽に相談できる場所があり、地域に見守られ、のびのびと安心して子育てする
ことができる。

施策名 1 妊娠期から乳幼児期の切れ目ない支援

概要 総合戦略

①ー１ 妊娠出産包括支援事業
妊娠・子育て・育児に関する各種相談・訪問・教室等を実施します。また、全妊婦に対して支援プラ
ンを作成し、特に支援を必要とされる方には電話支援や個別訪問等を継続して行います。

●



令和６年度 行政評価 進捗管理シート
目指す姿

施策の主な取り組み

■実施する主な事業

◆指標の達成状況

■実施する主な事業

◆指標の達成状況

■実施する主な事業の評価

施策の方向性（改善策）

事業

休廃止 0 事業 休廃止 0 事業

現状維持 2 事業

事業 縮小

B 0 事業 現状維持 2 事業

0

次年度の方向性

・子育て世帯の保護者がいつでも安心して相談できる、「地域子育て相談機関」を設置し、安心して子育てで
きる環境を支援していく。
・ファミリー・サポート・センター事業で、サポータ会員の増員のため、養成講座の内容を改善していく。
・ひとり親家庭の支援を引き続き、今年度同様に実施していく。子どもの居場所生活・学習支援事業と連携し
寄り添った支援を実施していく。
・こども家庭センターの開設より、支援の必要な家庭に合同会議にてサポートプランを作成し保護者が目標
をもち、安心して育児できるよう継続して支援を実施していく。

A 3 事業

C 0 事業 縮小 0

拡充 1 事業 拡大 1 事業

担当課評価 成果の方向性 コストの方向性

【成果の方向性】
・こども家庭センターを設置し、サポートプランを作成し支援の必要な家庭に対して寄り
添った支援を実施する。
・2歳児すくすく訪問事業（未就園児等全戸訪問・アウトリーチ支援事業）は、今年度同様
実施していく。
【コストの方向性】
維持とする。

子ども家庭部
・児童虐待防止啓発として、８月に自治会班に対して児童虐待のチラシの回覧を依頼す
る。
・１１月には『秋のこどもまんなか月間』での児童虐待防止啓発運動として、総合福祉セン
ター及び庁舎、図書館に啓発ブースを設置し児童虐待予防に努める。
・教職員（新任者向け）に研修会を実施する。
・広報紙（10月号）に「子育て支援と児童虐待について」の特集を掲載する。
・要保護児童対策地域協議会の代表者会議：1回/年、実務者会議：1回/4か月、支援検
討会議：1回/週を開催し、各支援機関の参加を促し、他機関・多職種連携を図る。
・4月よりこども家庭センターを設置し、統括支援員が母子保健分野と児童福祉分野を
統括し、一体的な支援体制を構築し切れ目ない支援に努める。
・要支援児童等の対象者にはサポートプラン作成し、支援の明確化を図り、対象者に手
交し継続した支援を実施する。
・2歳児すくすく訪問事業（未就園児等全戸訪問・アウトリーチ支援事業）で家庭訪問を
実施し、育児の相談等を行い、支援が必要時は、こども家庭センターと連携する。

95

現状維持

児童福祉課

②ー１ 家庭児童相談・支援事業

【実績】

・児童虐待防止のため、8月に自治会向けに児童虐待のチラシの回覧を依頼し
た。
・11月1日より、児童虐待防止月間でオレンジリボンキャンペーンを実施した。総
合福祉センターにオレンジリボンツリー及びフォトスポットを設置し、児童虐待防
止の啓発を図った。また、総合福祉センター受付、本庁受付、図書館にも啓発
ブースを設置した。また、本庁及び総合福祉センターにオレンジリボンの旗の掲
揚を実施した。
・教職員新任職員向けに令和6年8月2日に研修会を実施した。
・10月の広報紙に児童虐待防止についての記事を掲載した。
・令和６年７月に要保護児童対策地域協議会の代表者会議、令和６年７月、１１月、
令和７年２月に実務者会議、毎週水曜日に支援検討会議及び合同会議を実施し
た。
・令和６年４月より、こども家庭センターを設置し、、母子保健分野と児童福祉分
野の切れ目のない支援に努めた。また、対象者には、サポートプランを作成し、支
援内容の明確化と継続した支援に努めた。令和７年１月より、こども家庭センター
の電話番号を増設した。
・令和6年度は要対協管理しているケース328件中、１６4件を終結ケースとし
た。
・２歳児すくすく訪問では、未就園児の家庭210件（3月末予想人数）訪問を実施
した。家庭訪問ケースで、育児コーディネーターが関わり支援している家庭に対
し、随時家庭相談員に繋ぎ、専門職間で連携して支援を実施した。

【課題】
・地域で支える身近な『社会的養護』が実現できる資源（ファミリー・サポート・セ
ンターの提供会員、里親、養育支援訪問）の利用拡大に向けた支援者の養成やそ
の周知が今後も必要である。
・ショートステイ利用希望者が増えている状況の中で、受け入れ施設の枠が少な
く、利用したくでもできない方がいる。ショートステイ利用に係る要綱及び契約書
を変更し、ショートステイ先として里親の利用もできるように改正する必要があ
る。

A

100

現状維持

80

ひとり親家庭に対して、引き続き自立支援制度の周知を行い、利用の促進を図る。

子ども家庭部

・児童扶養手当現況届提出時に就労状況の確認をし、求職中であるなど未就労の場合
は、相談支援を行う。また同時期に、アンケート調査を実施し、時給者の生活現状の把握
を行う。
・児童扶養手当現況届提出時にひとり親支援事業についてのチラシを配布し、制度の周
知をする。
・8月9日・27日にひとり親コンシェルジュによる相談・8月22日に女性法律相談（市民
協働課と連携）を総合福祉センターで実施・8月15日ひとり親お仕事相談を実施し、ひ
とり親世帯の支援強化を図る。
・未就労の方は、自立支援プログラム策定を案内し、就労支援を図る。
・広報やHPなどでひとり親家庭支援に関する制度の周知、啓発を実施する。（広報紙掲
載7月・2月の2回）

95

現状維持

児童福祉課

①ー２ ひとり親家庭相談・支援事業 【実績】
・現況届提出時に、奈良県こども家庭課発出の「ひとり親家庭のしおり」を配布
し、それに伴う相談については母子・父子自立支援員や課職員が対応ならびに案
内を行った。
・現況届提出時に相談窓口を開設した。
・ひとり親支援制度の利用については、過去数年申請の無かったひとり親家庭高
等学校卒業程度認定試験合格支援事業の利用者が3人であり、ひとり親支援制
度の周知が結果となってあらわれた。
・広報については、7月に広報紙掲載並びにHP掲載を行った
【課題】
・自立支援プログラム・自立支援教育訓練給付金について、申請者がいなかった
ため、就労にむけた支援を行うことができなかった。

A

100

現状維持

87

・つどいの広場で育児コーディネーターによる巡回相談（12回/月）・育児相談を実施す
る。
・つどいの広場運営について委託事業者と情報共有等の会議を7月に行う。
・つどいの広場の利用者数増加の為、イベントをＳＮＳ等で周知し・つどいの広場通信を
発行し広く市民に周知を図る。
・子育て支援センターと子育て交流センターおうちのこうえんで毎月1回土曜日開催を
実施し、父親の参加の促進を図る。
・こんにちは赤ちゃん訪問で、"きっきひろば"が開催するベビープログラムの周知を対
象の保護者に配付し、教室に参加してもらうことで、仲間作りと親子の絆を深めてもら
い、子育て期の孤立と児童虐待の未然防止を図る。
・つどいの広場イベント行事を年8回開催する。
・新規サポーターを増やすため、サポーター養成講座を2回開催する。ファミリー・サ
ポートの更なる充実を図るため、自家用車を使用した援助活動を開始する。
・ファミリー・サポート・センター通信を年2回以上発行し、広く市民に周知を図る。
・育児アドバイザーが、送迎ルートの確認を行い、安全の確認を行う。
・子どもの居場所づくり事業「たんぽぽ教室」を毎週土曜日に開催し、生活困窮世帯の子
ども及び不登校・引きこもり状態にある子どもに居場所を提供するとともに、学習及び
精神面の支援を行う。

82

拡大

児童福祉課

①ー１ 地域子育て支援拠点事業
【実績】計画通り実施することができた。　市公式SNS,広報、市ホームページ等で
広く周知を行い、5カ所のつどいの広場で、36,928人が利用した。
育児コーディネーターが、135回巡回相談を実施し、延べ644件の相談に応じ
た。
・つどいの広場の利用者数の増加に向けて、つどいの広場のイベントをＳＮＳ等で
毎月周知を行い利用の促進を図る事が出来た。
・こんにちは赤ちゃん訪問で、"きっきひろば"が開催するベビープログラムの周
知を行い、生後6か月児未満の親子38組参加し、保護者同士が仲間作り交流を
深めることが出来た。
ファミリー・サポート・センター事業は、サポーター養成講座を2回実施し、14名
の参加があった。チラシやホームページ等で子育て世帯に広く周知したが、サ
ポーター登録者数が4名に留まった。また、サポーターが、自家用車を利用しての
サポート活動を開始した。
・子どもの居場所事業「たんぽぽ教室」を毎週土曜日計46回に開催し、生活困窮
世帯の子ども及び不登校・引きこもり状態にある子ども延べ378人に居場所を
提供するとともに、学習及び精神面の支援を行う事が出来た。。
【課題】今後益々つどいの広場を安心して利用できる環境を整え、交流の促進を
行う必要がある。育児コーディネーターが巡回相談で育児不安のある家庭を発
見しこども家庭センターに繋ぎ共に支援を実施していように体制づくりを強固に
していく必要がある。
ファミリー・サポート・センター事業では、サポーター増員の為、養成講座の周知
方法や、内容を検討する必要がある。

A

100

拡充

75

方向性の内容（改善策）
※３視点評価の点数（１００点満点）が６５点以下の視点については、

現状を改善し、高めていくための方策等について記入
今年度の事業実施計画

成果の方向性
必要性

有効性
コストの方向性

効率性

【成果の方向性】
・こども家庭センターを補完するため、子育て世帯の身近な相談場所である「地域子育
て相談機関」の整備に努める。これに伴い、育児コーディネーター（専門職）による相談
回数を増やす。
・つどいの広場事業については、現在の運営を維持していく。
・ファミリー・サポート・センター事業において、自家用車を活用した送迎を安全に利用す
るための取り組みを行う。両方会員を増やすことで、子育て期の保護者の預り等の相互
援助活動が促進されるように認定こども園等の保護者に働きかける。またひとり親家
庭等の配慮が必要な家庭に対しては優先して調整できる体制を検討する。
・子どもの居場所づくり事業：登録児童の中には発達障害があったり、不登校でなかな
かコミュニケーションが難しかったりと、配慮が必要な児童には１対１の対応をしていく
必要がある。また、本教室を必要としている児童が利用できるよう継続し、こどもの居
場所として機能していく方向である。

【コストの方向性】
・地域子育て相談機関の設置のため、人件費増の方向で検討している。
・ファミリー・サポート・センター事業は、地域の相互援助活動を促進するため、育児アド
バイザー2名の配置を検討しているので、人件費増の方向で検討している。
・子どもの居場所づくり事業：配慮が必要な児童に丁寧に対応する必要があるため人件
費増の方向で検討している。

子ども家庭部

81.7% 子ども家庭部
児童福祉課

№ 事業名
今年度の事業評価 今後の方向性

担当所管
実績と課題

担当課
評価

(A/B/C)

70 51.5 70 34.2 57.2 81.7%児童虐待終結率 ％ 香芝市要保護児童対策協議会において終結と判断されたケース／虐
待として管理しているケース

61 70 70

３視点
所管判定

2 23 85.2% 153.3% 子ども家庭部
児童福祉課

目標達成度
（Ｒ６年度比）

児童虐待防止の啓発回数 回 広報誌等による啓発回数 14 15 15 15 27 27

担当所管
（R1） R６ R１０ R１４ （R５） 目標値 中間値

（９月末）
実績値

（年度末）
目標達成度
（Ｒ６年度比）

家庭児童相談・支援事業
関係機関連携のもと、支援検討会議等を実施。対象児童の支援プランを作成し、継続した訪問等
の支援を行います。

●

指標名 単位 算出方法（指標説明）
計画当初 目標値 前年度実績値 今年度の進捗

49 50 50

子ども家庭部
児童福祉課

② 児童虐待防止の推進

香芝市要保護児童対策地域協議会が中心となり、関係機関と連携して、児童虐待の未然防止、早
期発見に努めます。また、相談窓口について広く周知し、地域全体で児童虐待を見逃さない取り
組みを進めます。

№ 名称 概要 総合戦略

②ー１

0 100 0 0 0.0% 0.0%

子ども家庭部
児童福祉課

目標達成度
（Ｒ６年度比）

目標達成度
（Ｒ６年度比）

担当所管

118.0% 子ども家庭部
児童福祉課

自立支援プログラム策定により就労につな
がった割合

％ 就労につながった件数／就労を目標とした自立支援プログラムの策
定件数

0 100 100 100

50 61 50 37 59 118.0%ファミリー･サポート･センター新規登録者数 人 ファミリーサポートセンターの利用会員・サポート会員の新規登録者数

３つの子育て支援拠点で開催する行事の参
加率

％ 参加者数／３つの子育て支援拠点で年１回ずつ開催する行事の定員
総数

72.5 100 100 100 84.5

今年度の進捗

（R1） R６ R１０ R１４ （R５） 目標値 中間値
（９月末）

実績値
（年度末）

100 87.5 86.0 86.0% 86.0%

①ー２ ひとり親家庭相談・支援事業
相談窓口を設置し、助言・支援を行うほか、教育訓練講座の受講及び、資格取得の促進等のための
補助を行います。また、自立支援プログラムを策定して、ハローワークと連携し、就労までをサポー
トします。

●

指標名 単位 算出方法（指標説明）
計画当初 目標値 前年度実績値

概要 総合戦略

①ー１ 地域子育て支援拠点事業
乳幼児及びその保護者がつどえる場を確保するとともに、育児コーディネーターが巡回し、子育て
相談等を行います。また、４か月児への絵本配布（ブックスタート）、相互協力の仕組みづくり（ファ
ミリーサポート）等を行います。

●

ＳＤＧｓ該当分野

① 子育て家庭への支援

子育てに関する経済的・精神的な負担や不安を軽減するために、子育て支援拠点の機能の充実、
子育て相談、相互協力の仕組みづくり、情報提供、助言等さまざまな取り組みを推進し、一人ひ
とりのニーズに合ったサービスにつなげます。

№ 名称

（第5次総合計画 前期基本計画 30-32 ページ）

政策名 1 未来を創造する子どもたちのために。（子育て・教育）
地域の中で、周りの人々に支えられ、喜びや楽しさを感じながら安心して子育てができて
いる。

施策名 2 子育て支援の充実



令和６年度 行政評価 進捗管理シート
目指す姿

施策の主な取り組み

■実施する主な事業

◆指標の達成状況

■実施する主な事業

◆指標の達成状況

■実施する主な事業の評価

施策の方向性（改善策）

事業

休廃止 0 事業 休廃止 0 事業

現状維持 3 事業

事業 縮小

B 3 事業 現状維持 3 事業

0

次年度の方向性

・認定こども園新設については、遅滞なく事業を進めていく。
・令和７年度からは新たに「保育士宿舎借り上げ支援事業」を実施し、保育士の更なる人材確保を進めてい
く。
・長寿命化計画に沿って各施設の適切な維持管理を継続していく。

A 0 事業

C 0 事業 縮小 0

拡充 0 事業 拡大 0 事業

担当課評価 成果の方向性 コストの方向性

・真美ヶ丘保育所長寿命化工事についてR5～R6で工事施工を実施している
・五位堂保育所トイレ改修工事を実施している。
・老朽化している施設、設備の更新、施設整備などを順次実施する
・個別計画の更新を行いながら、計画を実施していく。

子ども家庭部・真美ヶ丘保育所長寿命化工事（2カ年）
・保育所トイレ改修工事（五位堂・二上・若葉）
・保育所照明改修工事（五位堂・二上・若葉）
・保育所・幼稚園防犯対策設備改修工事
・各幼稚園・保育所・認定こども園施設改修工事

75

現状維持

保育幼稚園課

②ー１ 幼稚園・保育所・認定こども園施設整備事業 【実績】
・真美ヶ丘保育所長寿命化改修工事、保育所トイレ改修工事、照明改修工事につ
いては、予定どおり完了した。保育所・幼稚園防犯対策設備改修工事は、令和7
年度一部完了した。
・各幼稚園・保育所・認定こども園施設改修工事については7件実施した。
【課題】
・今後、施設の改修工事を実施していく予定であるが多くの施設が老朽化し多額
の費用がかかる見通しであり、費用負担の軽減をどのように行うかが課題であ
る。

B

95
現状維持

85

・評価指標は達成できる見込みであるため、成果・コストともに現状維持とする。
・民間保育所等保育士確保対策事業による効果検証は今後も引き続き実施していく。

子ども家庭部

・私立の保育施設が行う施設整備や延長保育・一時預かり・病児保育など多様な保育
サービスに対する補助の実施
・民間保育所等保育士確保対策事業の実施

90

現状維持

保育幼稚園課

①ー２ 特別保育等補助事業 【実績】
・保育サービスの実施数は前年度と同じ数値となった。
・民間保育所等保育士確保対策事業における補助の実施は遅滞なく行うことが
できた。
【課題】
・私立認定こども園１園において保育士不足によって一時預かり事業を休止する
こととなった。民間施設の保育士を減少させないよう努める必要がある。
・民間保育所等保育士確保対策事業について、民間園全体でみた際には、一定程
度の効果は出ているが、一部、効果が見られない(または保育士数が減少してい
る)園もあり、これ以外の支援も必要になると思われる。

B

69
現状維持

90

・令和6年度以降、公立園を認定こども園等の保育施設に一本化し、民営化するための
業務に取り掛かるため、そのための予算措置は必要と考えられるが、「公立幼稚園及
び公立保育所の再編等に関する基本方針」に則ったものであるため、成果・コストとも
に拡充とはしない。
・ただし、令和6年度以降において、待機児童数が3人発生したことを鑑み、保育受け皿
の拡充について、迅速に対応していく必要がある。

子ども家庭部
保育幼稚園課・認定こども園新設に向けた運営事業者の決定

・延長保育、預かり保育等の保育サービスの実施

57

現状維持
74

①ー１ 保育所・幼稚園・認定こども園運営事業
【実績】
令和6年度においては認定こども園新設に向けた運営事業者は決定できなかっ
た。
【課題】
・令和7年度に認定こども園新設に向けた運営事業者を決定できるよう、迅速に
対応していく。

B

90
現状維持

子ども家庭部
保育幼稚園課

№ 事業名
今年度の事業評価 今後の方向性

担当所管
実績と課題

担当課
評価

(A/B/C)

３視点

0 3 0 2 66.7% 66.7%保育所・幼稚園・認定こども園施設の長寿命
化

棟 長寿命化改修工事が完了した棟数（令和２年度からの累計） 0 3 5 5

所管判定

方向性の内容（改善策）
※３視点評価の点数（１００点満点）が６５点以下の視点については、

現状を改善し、高めていくための方策等について記入
今年度の事業実施計画

成果の方向性
必要性

有効性
コストの方向性

効率性

指標名 単位 算出方法（指標説明）
計画当初 目標値 前年度実績値 今年度の進捗

担当所管
（R1） R６ R１０ R１４ （R５） 目標値 中間値

（９月末）
実績値

（年度末）
目標達成度
（Ｒ６年度比）

目標達成度
（Ｒ６年度比）

46 49 51

② 就学前教育・保育環境の整備

子どもたちが安全・安心、快適に過ごせるよう、施設の老朽化対策として長寿命化に取り組むほ
か、時代のニーズに応じて施設全般の環境向上や機能の維持・向上を図ります。

№ 名称 概要

11 10 10 90.9% 90.9% 子ども家庭部
保育幼稚園課

総合戦略

②ー１
幼稚園・保育所・認定こども園施設整備事
業

子どもの人数の推移に合わせて計画的に施設の再編や整備を行います。また、状況に応じて修繕
する等、日々の維持管理を行います。

●

子ども家庭部
保育幼稚園課

目標達成度
（Ｒ６年度比）

目標達成度
（Ｒ６年度比）

担当所管

112.2% 子ども家庭部
保育幼稚園課

認定こども園の設置数 施設 ４月１日時点の市内の認定こども園数（累計） 9 11 12 13 10

51 55 55 55 55 100.0%保育サービスの実施数 事業
４月１日時点において市立及び私立保育所・幼稚園・認定こども園で実
施している延長保育・病児保育・一時預かり事業（一般型／幼稚園型）
の数

保育所等の待機児童数 人 ４月１日時点の保育所等利用待機児童数（厚生労働省の要領による） 0 0 0 0 0

今年度の進捗

（R1） R６ R１０ R１４ （R５） 目標値 中間値
（９月末）

実績値
（年度末）

0 3 3 ―

①ー２ 特別保育等補助事業
私立の保育施設が行う園の整備や延長保育・一時預かり・病児保育など多様な保育サービスに対
して補助を行います。

●

指標名 単位 算出方法（指標説明）
計画当初 目標値 前年度実績値

概要 総合戦略

①ー１ 保育所・幼稚園・認定こども園運営事業
延長保育や預かり保育などの保育サービスの実施、小規模保育施設の新設や市立幼稚園の認定
こども園化による保育利用枠の拡大、３年保育の拡充を進めます。また、園庭の開放や未就園児と
の交流等、地域の子育てをサポートする事業を実施します。

●

ＳＤＧｓ該当分野

① 就学前教育・保育の推進 

幼稚園・保育所・認定こども園が連携し、健やかな育ちを保障する質の高い教育・保育を行うとと
もに、仕事と子育ての両立を支援する保育サービスの充実を図ります。また、今後の子どもの人
数の推移に合わせ、効果的・効率的な運営を推進します。

№ 名称

（第5次総合計画 前期基本計画 33-35 ページ）

政策名 1 未来を創造する子どもたちのために。（子育て・教育）
子どもたちが、安全・安心で健やかに成長することができる環境で充実した教育・保育を受
けている。

施策名 3 就学前教育・保育の充実



令和６年度 行政評価 進捗管理シート
目指す姿

施策の主な取り組み

■実施する主な事業

◆指標の達成状況

■実施する主な事業

◆指標の達成状況

■実施する主な事業の評価

施策の方向性（改善策）

0 事業 縮小 0 事業 縮小 0 事業

休廃止 0 事業 休廃止 0 事業

担当課評価 成果の方向性 コストの方向性

次年度の方向性

・児童生徒の学力向上のため、教員の指導力向上に向け研修をより充実させるとともに、読解力向上の取組
を充実させる。
・児童生徒が安心安全に通える学校の実現のため、教育相談の質を確保するとともに、各種相談窓口から関
係機関へのスムーズな連携を実現する。
・長寿命化計画に沿って各施設の適切な維持管理を継続していく。

A 1 事業 拡充 1 事業 拡大 1 事業

B 3 事業 現状維持 3 事業 現状維持 3 事業

C

・香芝東中学校屋内運動場屋根等改修工事については完了。
・老朽化している施設、設備の更新、施設整備などを順次実施する・個別計画の更新を
行いながら、計画を実施していく。

教育部
・香芝東中学校屋内運動場屋根等改修工事
・各中学校改修工事等

75

現状維持

教育総務課

②ー２ 中学校施設維持管理事業 【実績】
・香芝東中学校屋内運動場屋根等改修工事について、予定どおり完了した。
・各中学校改修工事等について、12件実施した。
【課題】今後、施設の長寿命化改修工事を実施していく予定であるが多くの施設
が老朽化し多額の費用がかかる見通しであり、費用負担の軽減をどのように行
うかが課題である

B

95
現状維持

85

・二上小学校長寿命化改修工事をR5～R7で実施。
下田小学校長寿命化改修工事の伴う設計業務について、設計が完了し、来年度工事施
工を予定している。（前年度繰越事業）
・トイレ改修工事（下田小、五位堂小）については完了。（三和小、志都美小）ついては施工
中である。（前年度繰越事業）
・鎌田小学校屋根改修工事、三和小学校普通教室改修工事については完了。
・老朽化している施設、設備の更新、施設整備などを順次実施する・個別計画の更新を
行いながら、計画を実施していく。

教育部
・二上小学校長寿命化改修工事
･トイレ改修工事（下田小、五位堂小、三和小、志都美小）（前年度繰越事業）
・鎌田小学校屋根改修工事
・三和小学校普通教室改修工事
・各小学校改修工事等

75

現状維持

教育総務課

②ー１ 小学校施設維持管理事業 【実績】
・二上小学校長寿命化改修工事は、Ｒ5～Ｒ７年度を予定しており現在工事施工
中である。
・トイレ改修工事（前年度繰越事業）、鎌田小学校屋根改修工事、三和小学校普通
教室改修工事については、予定どおり完了した。
・各小学校改修工事等について、１9件実施した。
【課題】今後、施設の長寿命化改修工事を実施していく予定であるが多くの施設
が老朽化し多額の費用がかかる見通しであり、費用負担の軽減をどのように行
うかが課題である。

B

95
現状維持

85

【成果の方向性】
・適応指導教室内に配置した不登校等相談員に一定のニーズがあるため、次年度も同条
件での契約で検討する。

【コストの方向性】
・SC、不登校等相談員については、相談の質の確保のため、報償費については本年と同
条件で検討する。

教育部・いじめ不登校等対応委員会の開催
・就学相談及び就学指導委員会の実施
・スクールカウンセラーの配置
・不登校児童生徒を対象とした支援スタッフの派遣
・適応指導教室内に不登校等相談員を配置
・児童生徒保護者向けに相談窓口案内のチラシを配布

85

現状維持

学校支援室

①ー２ 教育相談支援事業 【実績】
・スクールカウンセラーについては、主に不登校、発達に関する相談等に応じてい
る。
・本年度から適応指導教室に配置した不登校等相談員に、学校に相談しにくい状
況にある保護者からのニーズに応えているため、相談件数が増加している。
・児童生徒保護者向けに、各種相談窓口案内のチラシを年度当初、２学期当初の
２回配布し、周知を図った。
【課題】
・各種相談窓口の周知に一層努め、困り感をもつ保護者、児童生徒のため、関係
機関と連携をスムーズに行う。

A

100
現状維持

74

・学校支援室によるアドバイザリー訪問の実施
・学校支援室による教員研修講座の実施
・若手教員支援プログラムによる教科指導力、生徒指導力等の充実
・外国語指導助手による英語教育
・学校図書の整備及び児童生徒の読書習慣の確立

64

拡大

学校支援室

①ー１ 学力向上推進事業 【実績】
・各種テーマによる教員研修では、研修内容を改善して実施したため、事後アン
ケートでは昨年度より満足度が上がった講座があった。
【課題】
・ＡＬＴを活用した言語活動の充実に向けて、ＡＬＴを同一校へ継続的に配置する
とともに、外国語担当の教員の研修を深める必要がある。
・各校において、学力向上には読解力の向上が不可欠であることを共通認識の
上、新聞、書籍を読む機会の増加に向けた効果的な取組を一層強化する必要が
ある。

B

95
拡充

87

方向性の内容（改善策）
※３視点評価の点数（１００点満点）が６５点以下の視点については、

現状を改善し、高めていくための方策等について記入
今年度の事業実施計画

成果の方向性
必要性

有効性
コストの方向性

効率性

【成果の方向性】
・教員の教科指導力、生徒指導力の充実に向け、教員のニーズを踏まえ、実態に即した
研修内容で実施する。
・学力を支える児童生徒の読解力向上のため、新聞購読の機会を引き続き確保する。
・外国語指導助手の配置時間を増加し、言語活動を充実させる。
【コストの方向性】
・R５からR６に増額した新聞購入費を、次年度も確保する。
・外国語指導助手配置に係る委託料を増額する。

教育部

112.4% 教育部
教育総務課

№ 事業名
今年度の事業評価 今後の方向性

担当所管
実績と課題

担当課
評価

(A/B/C)

99.5 67.3 68.4 72.7 76.9 112.4%学校トイレの洋式化 ％ トイレの洋式化改修工事が完了した便器数（累計）／改修工事対象便
器総数

39.2 68.4 93.0

３視点
所管判定

計画当初 目標値 前年度実績値

0 0 0 ― ― 教育部
教育総務課

目標達成度
（Ｒ６年度比）

目標達成度
（Ｒ６年度比）

担当所管

②ー２ 中学校施設維持管理事業
子どもの人数の推移に合わせて計画的に施設の再編や整備を進めるとともにＩＣＴを活用し、児童
生徒がより主体的・協働的に学習できる環境づくりを進めます。また各中学校施設の状況に応じ
て修繕する等、日々の維持管理を行い、並行してトイレの洋式化を進めます。

●

小学校・中学校施設の長寿命化 棟 長寿命化改修工事が完了した棟数（令和２年度からの累計） 0 0 10 19 0

今年度の進捗

（R1） R６ R１０ R１４ （R５） 目標値 中間値
（９月末）

実績値
（年度末）

指標名 単位 算出方法（指標説明）

② 安心して学べる教育環境の整備

児童生徒が安全で快適に学校生活を送れるよう、学校施設の老朽化対策として長寿命化に取り
組むほか、施設全般の環境向上や機能の維持・向上を図ります。

№ 名称 概要

85.3 ­ 82.3 96.5% ー 教育部
学校支援室

総合戦略

②ー１ 小学校施設維持管理事業
子どもの人数の推移に合わせて計画的に施設の再編や整備を進めるとともにＩＣＴを活用し、児童
生徒がより主体的・協働的に学習できる環境づくりを進めます。また各小学校施設の状況に応じ
て修繕する等、日々の維持管理を行い、並行してトイレの洋式化を進めます。

●

62.0 64.0 66.0

教育部
学校支援室

児童・生徒のＩＣＴ活用を指導する能力 ％
学校における教育の情報化の実態等に関する調査（文部科学省）で指
導する能力４項目に対して「できる」「ややできる」と回答した教員数／
全回答者数（市内小中学校教員対象）

56.0 61.0 66.0 67.0 83.4

63.0 67.0 61.6 61.6 91.9% 91.9%

教育部
学校支援室

目標達成度
（Ｒ６年度比）

目標達成度
（Ｒ６年度比）

担当所管

90.8% 教育部
学校支援室

国語・算数（数学）の平均正答率 ％
全国学力・学習状況調査（文部科学省）で問題に正解した人数／全回
答者数（小学校６年生・中学校３年生対象）

65.0 67.0 69.0 71.0

68.0 55.6 64.0 58.1 58.1 90.8%国語・算数（数学）の勉強が好きな子どもの
割合

％
全国学力・学習状況調査（文部科学省）で「好き」どちらかと言えば好
き」と回答した人数／全回答者数（小学校６年生・中学校３年生対象）

学校に行くのが楽しい子どもの割合 ％
全国学力・学習状況調査（文部科学省）で「楽しいと思う」「どちらかと
言えばそう思う」と回答した人数／全回答者数（小学校６年生・中学校
３年生対象）

84.0 84.4 84.8 85.2 80.9

今年度の進捗

（R1） R６ R１０ R１４ （R５） 目標値 中間値
（９月末）

実績値
（年度末）

84.4 80.1 80.1 94.9% 94.9%

①ー２ 教育相談支援事業
一人ひとりに応じた学習環境（特別支援教育・教育相談）を提供します。また、福祉等の関係機関と
連携して、いじめの防止や不登校児童生徒の支援に取り組むなど、きめ細かな教育を進めます。

●

指標名 単位 算出方法（指標説明）
計画当初 目標値 前年度実績値

概要 総合戦略

①ー１ 学力向上推進事業
知・徳・体のバランスの取れた教育内容（読書活動、外国語教育、道徳教育、体力向上等）の充実を
図り、学ぶ楽しさと分かる喜びが実感できる授業の創造に向けて、教職員の資質向上を進めま
す。

●

ＳＤＧｓ該当分野

① 学びの推進・支援

一人ひとりの教育的ニーズを把握し、適切な指導及び必要な支援を行うことで、学ぶ意欲と確か
な学力を身に付け、未来を担う子どもたちを育成します。

№ 名称

（第5次総合計画 前期基本計画 36-38 ページ）

政策名 1 未来を創造する子どもたちのために。（子育て・教育）
すべての児童・生徒が安全に安心して、主体的・対話的で深い学びができる環境が整って
いる。

施策名 4 学校教育の充実



令和６年度 行政評価 進捗管理シート
目指す姿

施策の主な取り組み

■実施する主な事業

◆指標の達成状況

■実施する主な事業

◆指標の達成状況

■実施する主な事業の評価

【成果の方向性】
昨今の闇バイト問題や少年犯罪、あるいは被害者として犯罪に巻き込まれるケースが多
様化・増加している。その中で、青少年の非行防止や被害防止という観点で行う本事業
は、重要な位置づけを持つ。しかしながら、毎年のように社会環境は変化しているため、
各事業が時代に即しているかを検討しつつ、時代に即した事業を引き続き行って行く。
【コストの方向性】
コストは維持しながら、様々な手法を取り入れ、時代に即した事業を展開していく。

教育部

・定例・祭礼・夜間巡視、県警合同立入調査
青少年の非行防止、被害防止を図るため、祭礼や店舗における夜間巡視、また有害情報
の確認のための店舗への立ち入り調査を行う。
・「少年の主張」作文コンクール、市民集会
市内全学校に対し、秋ごろに少年の主張作文の募集を行い、12/７に市民集会を開催
し、少年が社会や未来に対し、意見等の発表を行う機会を設ける。
・強調月間（7月、11月）啓発活動
青少年の非行防止、被害防止を図るため、各種啓発物品の作成を行い公共機関で配布
するとともに、懸垂幕・横断幕等の掲示を行う。

75

現状維持

生涯学習課

②ー２ 青少年健全育成事業

◎定例・祭礼・夜間巡視、県警合同立入調査
【実績】
巡視活動、県・県警合同立入調査は関係機関と連携を図り計画通り実施。
【課題】
青少年への直接的な見守り・声かけと、店舗従業員等に対する啓発活動は、実際
に被害が起きないように継続して行うことが重要であり、引き続き実施すべきで
あると考える。他方、近年急激に増加する青少年のインターネット・SNS被害防
止も重要である。
◎「少年の主張」作文コンクール、市民集会
【実績】
「少年の主張」作文については応募数3,285作品と前年比でやや減少したが、概
ね計画とおり実施できた。
【課題】
市内小・中学校の児童・生徒が日頃感じる社会への思いや自身の気付きのきっか
け等が綴られた作品が多く集まった。審査会の後、優秀賞を取った児童・生徒は
市民集会で作文を発表することで、青少年が社会について考える機会の創出と、
市民が作文に触れて青少年の多様化する課題に目を向けて、地域ぐるみで青少
年の健全な成長に資する環境づくりを行った。本事業はこれらの重要性を市民
にあらためて感じてもらえる機会となるので引き続き実施していく。
◎強調月間（7月、11月）啓発活動
【実績】
香芝市青少年健全育成協議会委員やPTA役員等を対象にオンデマンド配信形式
で研修会を開催するとともに、闇バイト防止を啓発する物品を作成し強調月間を
中心に配布することで啓発活動を行った。
【課題】
青少年の非行・被害防止は、今回啓発を行った闇バイトも含み、青少年が知らな
いことを標的としたものが多く、またインターネット上で大人に見えにくい形で
行われることが多くなっているから、大人も含め被害にあわないためにはどうし
たら良いかということを、広く啓発していく必要がある。

B

67

現状維持

72

【成果の方向性】
子どもフェスティバルは「個別事業の方向性」で示されたとおり、ふれあいフェスタとの
統合等を図ることで、コスト削減を図るだけでなく、より一体的なイベントとして、市民
の満足度の高い実施を目指す。
情報化が進むとともに、スマホや携帯ゲーム機の普及、地域の公園での運動制限など、
子ども達の運動環境は縮小している。そのような時代において、自然や多様な人との関
わり・体験は貴重なものとなっており、市民からの需要とニーズは高くなっているため、
引き続き様々なニーズに即した事業を行って行く。
【コストの方向性】
コストを維持しながら、内容の充実を図っていく。

教育部
・子どもフェスティバル
青少年の体験の機会を創出するため、ふれあいフェスタと同日開催（11/３）で、社会教
育関係団体と連携のもと、子どもフェスティバルを開催する。事前準備として、内容の
調整を図るための会議を3回程度開催。
・青少年健全育成協議会　体験学習委員　体験学習（共催）
青少年の各種体験の機会を創出するため、年3回程度、野外体験や工作体験の機会を
創る。

72

現状維持

生涯学習課

②ー１ 青少年体験交流事業
◎子どもフェスティバル
【実績】
参加者数は3６８５名となり、昨年度を上回る過去最高を記録する盛況であっ
た。
【課題】
ふれあいフェスタとの連携を意識して、実行委員会の段階から足並みをそろえる
ようにしたが、細かい部分では連絡調整の不足が見られた。さらなる連携強化が
望まれる。
◎体験学習
【実績】
年３回の体験学習を実施。今年も定員以上の応募があり青少年が普段学校では
体験できないような、自然体験、工作体験を実施。日常とは違った環境での体験
を通して、初めて出会う参加者同士の交流による社会性の涵養等の機会創出を
図った。実施後の参加者アンケートも満足度は高かった。
【課題】
応募状況より、ニーズや重要性は高いと考えるが、運営側の人員不足やコストの
面で、参加者数や回数を現状より増やすことは難しい。

A

75

現状維持

77

・評価指標は達成できる見込みであるため、成果・コストともに現状維持とする。
・令和7年度において下田学童保育所を修繕する予定であり、そのための予算措置は必
要と考えられるが、「香芝市個別施設計画、第1期アクションプラン(2017～2026)」
内に記載されている中規模修繕に則ったものであるため、成果・コストともに拡充とは
しない。

教育部

・真美ヶ丘東第3学童保育所における保育環境整備
・志都美学童保育所移転に関する施設整備
・旭ケ丘第1学童保育所の移転の検討

77

現状維持

学校教育課

①ー３ 学童保育所施設維持管理事業 【実績】
・真美ヶ丘東学童保育所の運営を開始したので空調を設置した。
・R7年度から志都美小学校内へ移転するため、照明の交換や出入口の改修を実
施した。
・旭ケ丘第１学童保育所を旭ケ丘小学校内に移転し、移転後は学童保育所を除却
し保護者送迎用駐車場とする。
【課題】
・小学校の特別支援教室などを学童保育所として使用するため、教室の移動や配
置の検討など学校側の負担が発生する。

A

90
現状維持

95

・現状の学童保育所における待機児童は0人であるが、児童数の多い校区では学童保
育所への入所児童数も多いほか、夏季休暇中のみではあるものの、公立学童保育所を
利用できなかった児童もいたため、拡充とする。
・公立学童保育所の定員枠の拡充を引き続き目指す必要があるほか、民間学童保育の
受け入れ枠の拡充も視野に入れる必要がある。

教育部

・小学校の余裕教室の活用等による入所定員枠の拡充

90

現状維持

学校教育課

①ー２ 学童保育運営事業 【実績】
・真美ヶ丘東小学校３階の余裕教室を真美ヶ丘東第３学童保育所として運用を開
始し、３８名の定員拡充を実施した。
【課題】
・普通教室の並びの一角にあるため、授業の終了時間の関係から４年生～５年生
の利用に限られる。また、小学校のセキュリティ面から最終使用時間が17時まで
となっているため、時間的な制約もあり運営しづらい面がある。

A

87
拡充

95

必要性

有効性
コストの方向性

効率性

【成果の方向性】
本事業は子どもたちの健やかな成長を「学校と地域」一丸となって支える仕組みを整え
ていくことが目標であり、重要な事業として位置づけている。
本事業を中心的に支える地域学校協働活動推委員については、中学校区に1名以上は
いるものの、未だ不在の学校も複数ある状態となっており、課題も多い。引き続き学校
や地域と協力しながら、地域学校協働活動推進員の配置を進め、子どもを支える環境
づくりを行って行く。
また、放課後子ども教室は10校中8校で開催されており、昨年度のアンケート結果から
も満足度や需要は高いことがうかがえる。地域未来塾に関しても本年度は４校すべて
で開催を決定しており、運営を行う学校からも需要が高いというフィードバックがあ
る。子どもたちと地域が関わりながら、両者ともに学び、成長して行ける事業であるた
め、今後も改善を行いながら事業の拡大・充実を図る。
【コストの方向性】
本事業は地域・学校との関わりから展開されるが、近年においては要望やニーズが複
雑・多様化しており、コスト・業務量の増大が予想される。また、最低賃金上昇に伴う及
びスタッフの拡充により各種謝礼においてはコスト上昇の方向性となる。

教育部

・コミュニティ協議会
中学校区コミュニティ協議会に出席し、地域や学校との情報共有を図り、円滑な地域学
校協働活動を推進する。（年3回×4中学校）
・地域学校協働活動推進員会議
毎月1回程度定例会議を開催し、地域学校協働活動推進員との情報共有、意見交換を図
りながら、地域での活動状況を把握し、円滑な地域学校協働活動を推進する。
・放課後子ども教室
子どもの居場所づくりや体験活動の機会創出のため、9～2月の間に月2～3回（計12
回）の頻度で市内小学校8校において開催。スタッフ募集やスタッフ会議、参加者募集な
どを図り、子どもたちが安心して、様々な体験を行える環境作りを図る。
・地域未来塾
市内4中学校において、長期休暇中の学習支援を行う。開催にあたっては、学校やス
タッフとの調整を図る。
・地域学校協働活動に係る研修会
学校関係者・教育委員会関係者に対し、本事業の主旨や内容を把握するための研修会
を開催する。

56

拡大

生涯学習課

①ー１ 学校・地域パートナーシップ事業

◎コミュニティ協議会　等
【実績】昨年度に引き続き、会計年度任用職員として「地域活動指導員（元校長）」
が本事業に関わり、学校や地域の方との連絡調整を行っている。コミュニティ協
議会にも積極的に参加し、地域や学校との情報共有を図っている。また毎月地域
学校共同活動推進員会議を開催し、各校区間の情報共有を図っている。
【課題】
地域学校協働活動推進員はいまだ全校に配置されておらず学校間での格差もあ
ることから、引き続き全校に推進員が配置されるよう、学校・地域と調整を行っ
ていく。
◎地域未来塾
【実績】
4中学校中４中学校で事業を実施。延べ432名の生徒が参加。
【課題】
本年度も多くの教育実習生がスタッフとして参加しており、子どもたちのみなら
ず、実習生たちの学びの場としても利用されている。来年度も、全校で開催でき
るよう、周知を行っていくものとする。
◎放課後子ども教室
【実績】
10小学校中８校で開催。計1１４名の児童が参加。9月～2月までの期間に月2
回、計12回実施。
【課題】
スタッフの人数としては、全体的に十分な確保ができたが、局所的にスタッフ不
足になることもあり、スタッフ募集において引き続き注力する必要がある。また、
スタッフの指導力向上を目的とした研修の実施も必要である。

B

72

拡充

87

№ 事業名
今年度の事業評価 今後の方向性

担当所管
実績と課題

担当課
評価

(A/B/C)

86 81.2 84 78.0 78.0 92.9%「少年の主張」作文参加割合 ％
「少年の主張」作文応募者数／対象学年総数（小学校５・６年生及び中
学校１・２・３年生）

83.8 84 85

３視点
所管判定

方向性の内容（改善策）
※３視点評価の点数（１００点満点）が６５点以下の視点については、

現状を改善し、高めていくための方策等について記入
今年度の事業実施計画

成果の方向性

149.6% 149.6% 教育部
生涯学習課

目標達成度
（Ｒ６年度比）

目標達成度
（Ｒ６年度比）

担当所管

92.9% 教育部
生涯学習課

指標名 単位 算出方法（指標説明）
計画当初 目標値 前年度実績値

2,500 62 3,741

②ー２ 青少年健全育成事業
下校巡視や市内一斉巡視、店舗等の立ち入り調査を行い、非行の早期発見や犯罪に関わることを
未然に防ぐとともに、「少年の主張」作文コンクールの開催やさまざまな媒体を使った広報啓発活
動を実施します。

●

100.0% 教育部
学校教育課

青少年交流事業参加者数 人
子どもフェスティバル及び青少年指導員協議会等による体験学習の
参加者数

2,390 2,500 2,500 2,500 3,605

今年度の進捗

（R1） R６ R１０ R１４ （R５） 目標値 中間値
（９月末）

実績値
（年度末）

② 青少年の健やかな育成

青少年の社会性の萌芽や新たな気付き、地域の魅力発見につながる機会の創出、また地域・家
庭・学校・行政等が連携して青少年の健全育成に資する環境づくりを進めます。

№ 名称 概要 総合戦略

0 0 0 0 0 ―学童保育所の待機児童数 人 ５月１日時点の待機児童数 6 0 0

②ー１ 青少年体験交流事業
子どもフェスティバルのほか、自然体験・生活体験など年間を通じて各種イベント・講座等を開催
します。

●

― 29,215 81.2% 81.2% 教育部
生涯学習課

目標達成度
（Ｒ６年度比）

目標達成度
（Ｒ６年度比）

担当所管

学校・地域パートナーシップ事業地域ボラン
ティア参加者数

人 学校・地域パートナーシップ事業地域ボランティア年間延べ参加者数 35,695 36,000 38,000 40,000 32,097

今年度の進捗

（R1） R６ R１０ R１４ （R５） 目標値 中間値
（９月末）

実績値
（年度末）

指標名 単位 算出方法（指標説明）
計画当初 目標値 前年度実績値

36,000

①ー２ 学童保育運営事業
学童保育所で安定した保育を提供できるよう、指定管理者制度による効果的・効率的な運営を行
います。また、保育ニーズに合わせて、小学校の余裕教室等を活用した入所定員枠の拡充を図りま
す。

●

①ー３ 学童保育所施設維持管理事業 今後の児童数の増減、多様化するニーズに対応した施設の整備及び維持・管理を行います。 ●

概要 総合戦略

①ー１ 学校・地域パートナーシップ事業
既存の地域力を集約し、学校支援につなげる人材としてコーディネーターを配置し、地域ぐるみの
学校づくりを行います。また、児童の体験・交流活動を行う放課後子ども教室や、生徒の通常学習
の補完的な役割としての学習支援等を行う地域未来塾を実施します。

●

ＳＤＧｓ該当分野

① 地域ぐるみの子どもの支援

経験や専門性をもった地域の人材の参画を進め、家庭と地域と学校が効果的に連携を取り合
い、地域ぐるみの教育力向上に取り組みます。また、児童が放課後を安全・安心に過ごし、多様な
体験・活動ができるような居場所づくりを進めます。

№ 名称

（第5次総合計画 前期基本計画 39-41 ページ）

政策名 1 未来を創造する子どもたちのために。（子育て・教育）
地域ぐるみで子どもを育て、教育するという意識が共有されており、地域の大人に見守ら
れて子どもがいきいきと活動している。

施策名 5 家庭・地域・学校の連携



施策の方向性（改善策）

休廃止 0 事業 休廃止 0 事業

現状維持 4 事業

1 事業

担当課評価 成果の方向性 コストの方向性

C 0 事業 縮小 0 事業 縮小

B 2 事業 現状維持 3 事業

0 事業

次年度の方向性

・目指す姿である「子どもたちを地域ぐるみで育てる」ことを実現するため、各事業ともに地域の方の協力を
得ながら、事業内容の見直しや拡充を図り、時代の即した事業を行っていく。
・旭ケ丘第１学童保育所を旭ケ丘第２学童保育所がある旭ケ丘小学校に移設し、児童の保育環境の向上を図
る。
・入所定員の超過により公民館等を賃貸借しているので、小学校等の余裕教室の活用について検討する。

A 3 事業 拡充 2 事業 拡大


